
 

石川県地域商工業活性化融資制度要綱 

 

１ 目的 

この制度は、県内中小企業者の事業の用に供する施設、設備等の新増設等に要する設備資金及び事

業拡大を図るための運転資金を円滑に供給し、もって地域産業の活性化に資することを目的とする。 

２ 融資対象 

次のいずれかに該当するものとして、知事又は商工会議所、商工会若しくは石川県中小企業団体中央

会（以下「中央会」という。）が認定したものとする。ただし、中央会の認定は、組合に係るものに限る。 

(1) 一般分 

原則として１年以上（事業を営んでいない個人が新たに開業した者については６カ月以上）県内に事

業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者または中小企業者を構成員とする組合（以下

「中小企業者等」という。）であって、事業の用に供する以下の設備投資を行うもの。ただし、同一の事業

を１年以上継続し、県内での長期的な事業継続が見込まれるとして知事が特に認めた場合は、１年以上

県内に事業所を有さない中小企業者等も対象とする。 

① 工場、店舗、事業所、倉庫、福利厚生施設及び駐車場等事業用施設の新設及び増設（移転、改 

装及び職場環境整備のための修繕等を含む。） 

② 機械設備、店舗設備及び事務合理化・省力化設備等の導入 

③ 商店街の活性化に資する共同施設及び共同設備等の新増設及び改装等 

④ ソフトウェア開発事業及びデザイン開発事業に必要とされる設備・機器類等 

(2) 産学・産業間連携支援分 

一般分のうち、産学・産業間連携事業の用に供する設備投資を行うもの 

   産学・産業間連携支援分の対象は、いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業のうち、企業と大学等 

又は複数企業からなる連携体として以下の補助金等を受けたものとする。 

    ① 予備的調査 

新技術・新製品開発事業化可能性調査事業 

   （委託、取扱機関：公益財団法人石川県産業創出支援機構）   

② 研究開発及び研究開発成果実用化 

ア 新技術・新製品研究開発支援事業 

（補助、取扱機関：公益財団法人石川県産業創出支援機構）   

      イ  次世代産業創造支援事業（炭素繊維及びエネルギー） 

（補助、取扱機関：公益財団法人石川県産業創出支援機構）   

（3） 女性就業促進支援分 

      一般分のうち、女性の就業促進に向けた、更衣室・シャワー室・食堂・トイレ・休憩室などの

施設や、女性従業員の快適性向上を図る設備投資を行うもの 

(4) 賃上げ支援分 

   一般分のうち、令和６年１月１日以降（注１）に、任意の連続する２か月間のそれぞれの月の

一人当たり平均給与支給額（注２）を、前年同期間と比較して４％以上増加（注３）させた中小

企業者等が設備投資を行うもの（注４） 



 

（注１）「給与支給対象の日のすべて」が上記期間内である必要。例えば、令和６年１月給与の対象日

が「令和５年１２月１６日～令和６年１月１５日」の場合は、令和５年１２月１６日～１２月３１日が賃

上げ比較対象期間外となるため、連続する２ヶ月に含めることが不可。 

（注２）一人当たり平均給与支給額は、「給与支給総額／全従業員数」で算定。 

①全従業員数の定義 

「賃上げ」の趣旨を鑑み、対象は「雇用保険に加入している者」とし、雇用保険の被保険者とな

らない役員や時短勤務者（１週間当たりの所定労働時間が 20 時間未満等）は含まない。 

ただし、若手従業員や非正規社員を大量に採用するなど従業員数に大幅な変動が生じた場

合は、それらを、「全従業員数」ならびに「給与支給総額」から除くことが可能。 

②給与支給総額の定義 

給料（基本給）、月単位での変動要素がない手当（例：職務手当、家族手当、住宅手当、通勤

手当等）を含む必要。物価高騰対策手当等を給与支給総額に含めることも可能。 

月単位での変動要素の大きい手当（時間外手当、深夜残業手当、休日手当等）や、法定福利

費（事業主負担分の保険料）や福利厚生費、賞与、退職金、役員報酬は除く。 

ただし、「手当の減額、廃止などで相殺することなく、給料（基本給）の引き上げにより賃上げを

達成している場合」に限り、給料（基本給）のみを、給与支給総額として算定することが可能。 

（注３）賃上げの定義について 

「給与支給総額／全従業員数」が前年同時期と比較して 4％以上増加することを要件としている

ため、賃上げ理由が、「定期昇給、ベースアップ、手当等」は問わない。 

（注４） 賃金引き上げを証明する書類について 

賃上げ実施報告書に加えて、賃上げ後の任意の２か月間に含まれる日に出力した「事業所別被

保険者台帳」、賃上げ対象となる全員分の「賃金台帳等」の提出が必要。 

(5) 事業承継支援分 

   次のいずれかに該当するもの。 

① 原則として１年以上（事業を営んでいない個人が新たに開業したものについては６ヵ

月以上）県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者であって、

事業承継を行うもの 

② 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下「経営承継円滑化法」とい

う）第１２条第１項の規定に基づき、知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人ま

たは事業を営んでいない個人 

(6) 商業振興分 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗（以下「大

型店」という。）の出店により影響を受ける下記の地域に店舗を有する小売業又は一般飲食業・サービス

業者が、当該大型店に係る大規模小売店舗立地法に基づく事務手続き終了後で、かつ、当該大型店出

店後原則として２年以内に前記(1)の①から③までの設備投資等を行うもの 

 ※ 大型店の出店により影響を受ける地域 

大型店の出店により影響を受ける地域は、当該大型店を中心とする直線距離（半径）の範囲内 

とし、当該大型店の区分に応じ次のとおりとする。 



 

 当該大型店の区分 影響を受ける地域(半径) 

 店舗面積３，０００㎡以上  概ね １０.０km  

 店舗面積１，０００㎡超３，０００㎡未満  概ね ３.０km  

(7) 企業活性化支援分 

企業活性化支援分の対象事業は、原則として１年以上（事業を営んでいない個人が新たに開業した 

者については６カ月以上）県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者または中 

小企業者を構成員とする組合が行う事業であって、次のとおりとする。 

① 新製品開発、新分野開拓などの構造改革に対応するための事業 

② 受注の確保、販売の促進などの事業拡大のための事業 

③ 企業のイメージアップ、人材の育成などの企業体質を改善するための事業 

④ 特許利用料や製品化のための開発費等の開放特許等の活用事業 

３ 資金の使途 

(1) 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分 

当該活性化事業に要する設備資金 

(2) 事業承継支援分 

当該活性化事業に要する設備資金及び運転資金 

(3) 商業振興分 

当該活性化事業に要する設備資金及び設備投資に併せて実施する販売促進を図るために必要な運

転資金 

(4) 企業活性化分 

当該活性化事業に要する運転資金 

４ 融資条件  

(1) 融資限度額 

① 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分 

融資の最高限度額は、５，０００万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、２億円とする。 

② 事業承継支援分 

融資の最高限度額は、５，０００万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、２億円とする。

なお、運転資金の場合の融資の最高限度額は３，０００万円とする。 

③ 商業振興分 

融資の最高限度額は、５，０００万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、２億円とする。 

なお、設備資金に併せて１，０００万円以内の運転資金を含めることができるものとする。 

④ 企業活性化支援分 

融資の最高限度額は、３，０００万円とする。ただし、地域商工業活性化融資の一般分、産学・産業

間連携支援分又は商業振興分と併用する場合は、併せて２億円の範囲内とする。 



 

(2) 融資期間 

① 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分 

設備資金 １０年以内（うち据置は２年以内とし、固定金利）又は１５年以内（うち据置は２年以内とし、

変動金利） 

② 事業承継支援分 

設備資金 １０年以内（うち据置は２年以内とし、固定金利）又は１５年以内（うち据置は２年以内とし、

変動金利） 

運転資金  ５年以内（うち据置は１年以内） 

③ 商業振興分 

設備資金 １０年以内（うち据置は２年以内とし、固定金利）又は１５年以内（うち据置は２年以内とし、

変動金利） 

運転資金 ７年以内（うち据置は１年以内）  

    ④ 企業活性化支援分 

運転資金 ５年以内（うち据置は１年以内）  

５ 認定の手続等 

認定を受けようとする者は、認定申請書（別記様式第１）を２部、商工会議所、商工会又は中央会（以下

「商工会議所等」という。）に提出するものとする。ただし、２の（５）の②に該当する者は経営承継円滑

化法の規定に基づく知事の認定書の写しを添付するものとする。 

６ 融資の申込手続 

融資を受けようとする者は、借入申込書（別記様式第２）に、この要綱及び石川県制度金融通則５に定め

る知事又は商工会議所等の認定書（写し）を添付のうえ、取扱金融機関に申し込むものとする。 

 

 

 

 



 

（別記様式第１） 

  年  月  日  

 

（商工会議所・商工会・石川県中小企業団体中央会） 

          様 

 

所 在 地 

(住  所) 

企 業 名 

  代表者名                  

 

 

石川県地域商工業活性化融資に係る認定申請書 

 

                              一    般    分 
産学・産業間連携支援分 

石川県地域商工業活性化融資制度要綱に基づき、別紙の事業  女性就業促進支援分 
                             賃 上 げ 支 援 分 
                             事 業 承 継 支 援 分 

商  業  振  興  分 
                             企 業 活 性 化 支 援 分 

について認定を受けたいので申請します。 

 
石川県地域商工業活性化融資に係る認定書 

 
上記の事業は、石川県地域商工業活性化融資制度要綱２の (1)一    般    分 

(2)産学・産業間連携支援分 
(3)女性就業促進支援分 
(4)賃 上 げ 支 援 分 
(5)事 業 承 継 支 援 分 
(6)商  業  振  興  分 
(7)企 業 活 性 化 支 援 分 

に 

該当するものとして認定します。 

    年  月  日 

 

 

（商工会議所・商工会・石川県中小企業団体中央会） 

             

 

 

（注意事項） 

この認定を受けた後、取扱金融機関への借入れ申込み及び融資審査を経ることが必要です。また、保証付き借入れ

の場合には、加えて石川県信用保証協会の保証審査を経ることが必要です。 



 

（別紙の記載事項（一般分・産学産業間連携支援分・女性就業促進支援分・賃上げ支援分）） 

 

事 業 計 画 書 

１ 事業計画の概要 

(1) 事業の名称 （主任担当         ） 

(2) 実 施 場 所  

(3) 実 施 期 間 （操業開始予定  ・  ・  ） 

 

(4) 実 施 目 的 

（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 子育て環境改善分の場合は、事業の内容を記載すること。 

  女性就業促進支援分の場合は、「事業の内容」及び「事業実施前と比較して女性にとって

どのように職場環境が改善するか」の両方について、具体的に記載すること 

 

(5) 実 施 規 模  

 区   分 数  量 金  額 内    訳 

 土 地  
千円 

 

 建物（附属設備含む。）    

 主 要 設 備    

 そ の 他    

 合   計    

 

(6) 産学・産業間連携事業（産学・産業間連携支援分に限る。） 

 

 補助等対象事業名 補助等金額         千円 

 （内容） 

 

 
 

                    



 

(7)従業員の状況（女性就業促進支援分の場合のみ記載） 

 

 

現在の従業員数                  人 （男性   人、女性   人）※ 

本件実施後の女性新規採用予定     人 ※ 

※パート等臨時雇用も含めて記載 

(8) 資金調達計画  

 区    分 金     額 金 融 機 関 借入予定年月日 

 当 該 借 入 金 
千円 

  

 そ の 他 借 入 金    

 自 己 資 金    

 そ の 他    

 合    計    

 （添付資料） 

１ 建物平面図（施設等の新増設又は改築等の場合） 

２ 過去２事業年度の決算書の写し 

３ 所要資金の根拠資料（見積書、カタログ等） 

４ 商業登記簿謄本（法人の場合） 

５ 賃上げ実施報告書、賃上げ後の任意の２か月間に含まれる日に出力した事業所別被保険者台帳、賃上げ対

象となる全員分の賃金台帳等（賃上げ支援分の場合） 

６ その他商工会議所等が必要と認めて指示する書類 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙の記載事項（事業承継支援分）） 

 

事 業 計 画 書 

１ 事業計画の概要 

(1) 事業の名称 （主任担当         ） 

(2) 代 表 者 （新（※1）） （旧） 

(3) 承 継 区 分 
□親族内承継     

続柄：    

□従業員承継 

役職：    

□Ｍ＆Ａ 

  

(4)代表者の交代時期（※2） 年   月   日 

 

(5)承継計画（※3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 これから代表者になる予定の方を含む。 

※2 貸付後１年以内の交代予定時期を含む。  

※3 事業承継に至るまでの課題解決に向けた計画及び承継後の事業計画について簡潔に記載。 

 

(6) 実 施 規 模  

 区   分 数  量 金  額 内    訳 

 事 業 用 資 産  
千円 

 

 株 式    

 そ の 他    

 合    計    
 

 



 

(7)資金調達計画 

 区 分 金 額 金 融 機 関 借入予定年月日 

 当 該 借 入 金    千円   

 そ の 他 借 入 金    

 自 己 資 金    

 そ の 他    

 合     計    

  

（添付資料） 

１ 過去２事業年度の決算書の写し 

２ 所要資金の根拠資料（見積書、カタログ等） 

３ 商業登記簿謄本（法人の場合）４ 経営承継円滑化法第１２条第１項の規定による承認書の写し(２の(５)の②

の場合) 

５ 株式評価額を記載した書類（株式の買い取りを行う場合） 

６ 事業譲渡契約書（のれんの買い取りを行う場合） 

７ その他商工会議所等が必要と認めて指示する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙の記載事項（商業振興分）） 

事 業 計 画 書 

１ 事業計画の概要 

(1) 事業の名称 （主任担当         ） 

(2) 実 施 場 所  

(3) 実 施 期 間 （操業開始予定  ・  ・  ） 

 
(4) 影響を受ける

大型店 
（出 店      年  月  日） 

 

＜出店による影響の内容＞ 

 

(5) 事業の内容 

 

  

(6) 実 施 規 模  

 区   分 数  量 金  額 内    訳 

 土 地  
千円 

 

 建物（附属設備含む。）    

 主 要 設 備    

 そ の 他    

 合   計    

 

 

 

 

 



 

(7) 販売促進を図るための運転資金明細表 

  

 
区分 項    目 

単

位 
数 量 単 価 金  額 備  考 

   

 

小   計 

  千円 千円  

   

 

小   計 

     

   

 

小   計 

     

 合   計      

 (注) 区分ごとに該当する経費の明細を記入のこと。 

  

(8) 資金調達計画  

 区    分 金     額 金 融 機 関 借入予定年月日 

 当 該 借 入 金 
千円 

  

 そ の 他 借 入 金    

 自 己 資 金    

 そ の 他    

 合    計    

 （添付資料） 

１ 建物平面図（施設等の新増設又は改築等の場合） 

２ 過去２事業年度の決算書の写し 

３ 所要資金の根拠資料（見積書、カタログ等） 

４ 商業登記簿謄本（法人の場合） 

５ その他商工会議所等が必要と認めて指示する書類 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙の記載事項（企業活性化支援分）） 



 

 

事 業 計 画 書 
 
１ 企業活性化の内容（該当するものに○を付けること。） 

(ｱ) 新製品開発、新分野開拓などの構造改革に対応するための事業 

(ｲ) 受注の確保、販売の促進などの事業拡大のための事業 

(ｳ) 企業のイメージアップ、人材の育成などの企業体質を改善するための事業 

(ｴ) 特許利用料や製品化のための開発費等の開放特許等の活用事業 

(ｵ) その他 

     具体的内容 

 

２ 具体的な資金使途及び積算根拠  

 
区分 項    目 

単

位 
数 量 単 価 金  額 備  考 

   

 

小   計 

  千円 千円  

   

 

小   計 

     

   

 

小   計 

     

 合   計      

 (注) 区分ごとに該当する経費の明細を記入のこと。 

  

３ 資金調達計画  

 区    分 金     額 金 融 機 関 借入予定年月日 

 当 該 借 入 金 
千円 

  

 そ の 他 借 入 金    

 自 己 資 金    

 そ  の 他    

 合    計    

 （添付資料） 

１ 過去２事業年度の決算書の写し 

２ 商業登記簿謄本（法人の場合） 

３ その他商工会議所等が必要と認めて指示する書類 



 

（別記様式第２） 

 

    年  月  日  

 

（金融機関） 

             様 

 

所 在 地 
(住  所) 

企 業 名 

代表者名                                

 

 

石川県地域商工業活性化融資借入申込書 

 

 

上記資金の借入れをしたいので、石川県地域商工業活性化融資制度要綱に基づき、認定書（写

し）を添付して下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

 申込金額 金               円  

     

  一 般 分   

  産学・産業間連携支援分   

 ただし、 女性就業促進支援分 として  

  
賃 上 げ 支 援 分 

事 業 承 継 支 援 分 
  

  商 業 振 興 分   

  企 業 活 性 化 支 援 分   

    

 資金内訳 設備資金 金         円 

  運転資金 金         円 

    

 償還方法 分 割（   カ月）  

    

 保 証 人 （住所、氏名、職業）  

 



 

（別記様式第３） 

年   月   日 
  

石川県知事      様 

            （金融機関名）                
  
 
  

石川県地域商工業活性化融資実行通知書 
 

  一 般 分 
産学・産業間連携支援分 
女 性 就 業 促 進 支 援 分 
賃 上 げ 支 援 分 
事 業 承 継 支 援 分 
商 業 振 興 分 
企 業 活 性 化 支 援 分 

 

 

企 業 名 

(組合名) 
 所 在 地  

代表者名 
 

業  種 

1 製造業     2 建設業 

3 卸小売業    4 飲食業 

5 運送業     6 サービス業 

7 その他（           ） 

資 本 金 
(法人のみ) 

円 

業務内容 

(主要取扱品目等具体的に) 

業    歴          年     か月 

融資実行金額 
 
円 融資利率 

内 訳  設備資金  円 ％ 

運転資金  円 (固定・変動) 

融資期間 年  月  日 ～ 年  月  日 （   年   カ月間） 

うち 
据置期間 年  月  日 ～ 年  月  日 （   年   カ月間） 

償還方法 年  月  日から 
毎月ごとに 

ごとに 
円返済 

担  保 有  ・  無 信用保証 有  ・  無 

備  考 

（資金の使途を具体的に記入して下さい。） 

 
 
 

認定商工会議所等名                      

認定年月日                年   月   日 

(注) １ 本店でとりまとめのうえ送付すること。 

２ 標記の融資制度で該当するものを○で囲むこと。 
取扱支店名  

 


